
議 第 １ １ ３ 号  

 

   火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 本 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も

の と す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

   新 潟 県 柏 崎 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 火 災 予 防 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ５ ２ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 目 次 中 「 第 ３ 章 の ２  住 宅 用 防 災 機 器 の 設 置 及 び 維 持 に 関 す る 基 準  

等 （ 第 ２ ９ 条 の ２ ― 第 ２ ９ 条 の ７ ） 」 を
「 第 ３ 章 の ２  住 宅 用 防 災 機

第 ３ 章 の ３  林 野 火 災 の 予

器 の 設 置 及 び 維 持 に 関 す る 基 準 等 （ 第 ２ ９ 条 の ２ ― 第 ２ ９ 条 の ７ ）  

防 （ 第 ２ ９ 条 の ８ ・ 第 ２ ９ 条 の ９ ）               」

に 改 め る 。  

 第 ２ ９ 条 中 「 火 災 に 関 す る 警 報 」 を 「 火 災 に 関 す る 警 報 （ 法 第 ２ ２  

条 第 ３ 項 に 規 定 す る 火 災 に 関 す る 警 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、  

同 条 第 ７ 号 を 削 る 。  

第 ３ 章 の ２ の 次 に 次 の １ 章 を 加 え る 。  

第 ３ 章 の ３  林 野 火 災 の 予 防  

（ 林 野 火 災 に 関 す る 注 意 報 ）  

第 ２ ９ 条 の ８  市 長 は 、 気 象 の 状 況 が 山 林 、 原 野 等 に お け る 火 災 （ 以

下 「 林 野 火 災 」 と い う 。 ） の 予 防 上 注 意 を 要 す る と 認 め る と き は 、

林 野 火 災 に 関 す る 注 意 報 を 発 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 注 意 報 が 発 せ ら れ た と き は 、 注 意 報 が 解 除 さ れ
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る ま で の 間 、 市 の 区 域 内 に 在 る 者 は 、 第 ２ ９ 条 各 号 に 定 め る 火 の 使

用 の 制 限 に 従 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 林 野 火 災 の 発 生 の 危 険 性 を 勘 案 し て 、 前 項 の 規 定 に よ る

火 の 使 用 の 制 限 の 努 力 義 務 の 対 象 と な る 区 域 を 指 定 す る こ と が で き

る 。  

（ 林 野 火 災 の 予 防 を 目 的 と し た 火 災 に 関 す る 警 報 の 発 令 中 に お け る

火 の 使 用 の 制 限 ）  

第 ２ ９ 条 の ９  市 長 は 、 林 野 火 災 の 予 防 を 目 的 と し て 火 災 に 関 す る 警

報 を 発 し た と き は 、 林 野 火 災 の 発 生 の 危 険 性 を 勘 案 し て 、 第 ２ ９ 条

各 号 に 定 め る 火 の 使 用 の 制 限 の 対 象 と な る 区 域 を 指 定 す る こ と が で

き る 。  

第 ４ ２ 条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 第 ４ ５ 条 」 を 「 第 ４ ５ 条 第 １ 項 」 に

改 め る 。  

第 ４ ５ 条 第 １ 号 中 「 行 為 」 を 「 行 為 （ た き 火 を 含 む 。 ） 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  消 防 長 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る そ れ ぞ れ の 行 為 に つ い て 、 届 出 の 対

象 と な る 期 間 及 び 区 域 を 指 定 す る こ と が で き る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 火 入 れ に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  新 潟 県 柏 崎 市 火 入 れ に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ９ 年 条 例 第 ２ ４ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ４ 条 第 １ 項 中 「 又 は 」 の 次 に 「 林 野 火 災 に 関 す る 注 意 報 若 し

く は 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 さ れ 、 」 の 次 に 「 若 し く は 林 野 火 災

に 関 す る 注 意 報 」 を 加 え る 。  
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に
関
す
る
注
意
報
若
し
く
は
火
災
警
報
が
発

令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
14
条
 
火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
強
風
注
意
報
若
し

く
は
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
又
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
又
は
強
風
注
意
報
若
し
く
は
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
、
若
し
く
は
林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
 

２
 
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
又
は
強
風
注
意
報
若
し
く
は
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
、
若
し
く
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
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改
正
後
 

改
正
前
 

報
若
し
く
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

場
合
に
は
、
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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